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平成２６年８月１１日  
子 ど も ・ 若 者 部  
教 育 委 員 会 事 務 局  

 
「区立幼稚園用途転換等計画」及び区立多聞幼稚園の用途転換の基本的な考え方について 
 
 
 （付議の要旨） 
   今後の区立幼稚園のあり方について、平成２６年２月にまとめた「区立幼稚園の用

途転換等計画」（案）をもとに、子ども・子育て支援新制度に係る政省令等や東京都の

検討状況、国の幼児教育のあり方、区立幼稚園の入園状況や保育サービス待機児の状

況等を踏まえ、「区立幼稚園用途転換等計画」を取りまとめたので報告する。 
   また、この区立幼稚園用途転換等計画に基づき、区立多聞幼稚園の用途転換に向け

た基本的な考え方について報告する。 
 
 
１ 主 旨 
  今後の区立幼稚園のあり方について、平成２６年２月にまとめた「区立幼稚園の用途 
転換等計画」（案）をもとに、子ども・子育て支援新制度に係る政省令等や東京都の検討 
状況、国の幼児教育のあり方、区立幼稚園の入園状況や保育サービス待機児の状況等を 
踏まえ、「区立幼稚園用途転換等計画」を取りまとめたので報告する。 

  また、この区立幼稚園用途転換等計画に基づき、今後、区立多聞幼稚園の具体的な用 
途転換移行計画を取りまとめるのにあたり、基本的な考え方を報告する。 

 
２ 区立幼稚園用途転換等計画について 
（１）内容 

別添「区立幼稚園用途転換等計画（概要版）」及び「区立幼稚園用途転換等計画」の

とおり 
（２）「区立幼稚園用途転換等計画（案）」からの主な変更点 
  ・「１．はじめに」で国の教育再生実行会議が３～５歳児の幼児教育の無償化や５歳 

児の幼児教育の義務化などを政府に提言したことを記載した 
  ・「３．用途転換等計画 （５）整備手法について ②施設整備の考え方について」 

で、「区立保育園との統合などにより区立認定こども園を設置する場合」を、「区立

認定こども園については、区立保育園との運営の一体化を視野に入れ」に修正した。 
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  ・「３．用途転換等計画 （６）用途転換移行年次について」で、平成２８年度当初は、 
幼稚園型認定こども園として用途転換し、新たな幼保連携型認定こども園に配置が 
義務付けられている保育教諭等の人事制度の検討状況等を見定めることや区立認定 
こども園教育・保育カリキュラムの策定及びその検証等をしながら、段階的に幼保 
連携型認定こども園に移行することなどの具体的な手法を記した。 

  ・「３．用途転換等計画（６）用途転換移行年次について」で、多聞幼稚園及び給田幼 
稚園の整備手法及び八幡山幼稚園の移行年次を修正した。 

 
３ 区立多聞幼稚園の用途転換の基本的な考え方について 
（１） 多聞幼稚園の用途転換の基本的な考え方 

区立多聞幼稚園の用途転換にあたって次の考え方に基づいて実施していく。 
① 開設当初は、次の理由により、当面４･５歳児対象の幼稚園型認定こども園とする。 
・現時点で、認定こども園設置届出先の東京都では、子ども・子育て会議の議論を

踏まえ、新たな幼保連携型認定こども園の設置基準等について検討中であること 
・新たな幼保連携型認定こども園に配置が義務付けられる園長や保育教諭などの人 
事制度などについて、特別区人事・厚生事務組合において検討中であること 

・平成２６年度の多聞幼稚園の充足率が増加していること 
② 用途転換等計画（案）で示している多聞幼稚園以降の区立認定こども園の用途転換

移行時期や特別区での保育教諭などの任用制度の検討状況を踏まえ、幼保連携型認

定こども園とする。 
③ 多聞幼稚園の用途転換が最初の区立認定こども園になることから、幼保連携型認定

こども園への移行を見据え、区立認定こども園の教育・保育カリキュラム等の実践

及び検証の場とする。 
④ 多聞幼稚園や近隣認可保育園と多聞小学校の立地環境を踏まえ、今後の世田谷区の

幼保小連携のモデル園とする。 
（２） こども園の概要 
① 開設予定日 
平成２８年４月１日 

② 定員の考え方 
・国の子ども・子育て支援新制度に基づく関係政省令及び東京都条例等を踏まえた 
もの 

・子ども・子育て支援新制度上の１号（教育標準時間）認定及び２号（保育）認定 
の各定員については、幼稚園の入園状況や保育サービス待機児の状況等を考慮す 
る 
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③ 基本開所時間 
午前７時１５分～午後６時１５分 （うち教育時間は午前９時～午後２時） 

④ 休園日 
・１号認定：土曜日、日曜日、国民の祝日、１２月２９日～翌年１月３日、 
     その他教育委員会が特に認める日 

・２号認定：日曜日、国民の祝日、１２月２９日～翌年１月３日、 
その他教育委員会が特に認める日 

⑤ 給食の提供 
・認定こども園において、子どもへの給食の提供が必要となる。 

   ・そのため、多聞幼稚園に調理施設を整備する。 
（３）区立多聞幼稚園用途転換移行計画（案）について 

以上の基本的な考え方について関係者等への説明及び意見交換等を踏まえ、平成 27
年１月を目処に、具体的な計画を記した「区立多聞幼稚園用途転換移行計画（案）」を

取りまとめる。 
   
４ 今後のスケジュール 
 平成２６年 ８月２６日  教育委員会 
       ９月 １日  平成２７年度区立幼稚園新入園募集案内配布開始 
              （２８年度に多聞幼稚園が区立認定こども園に用途転換す

ることの周知を開始する。） 
       ９月２･３日  文教・福祉保健常任委員会報告 
       ９月～    関係者等への説明 
 平成２７年 １月     「区立多聞幼稚園用途転換移行計画（案）」取りまとめ 
 


